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研究成果の概要（和文）：日本国内を対象として、学際的な視点から、保護地域制度が周辺地域の生業や資源化に及ぼ
す影響を把握した。近年は、保護地域の規制効果だけでなくブランド効果を期待して登録・指定する動きが強まってい
る。ただし、統計データを解析した所、国立公園を有する市町村であっても、過疎化など人口構成に与える影響は限定
的であることが分かった。また、保護地域の指定・登録で、価値の純化・固定化の問題が存在していた。指定時点の主
要な価値への純化・固定化が進みすぎると、長期的に多様な地域づくりの可能性が阻害される可能性も否定できない。

研究成果の概要（英文）：This study is to clarify impacts of designation as protected areas on local 
communities in Japan with using multi-disciplinary methods. Some local public authorities recently tend 
to designate their local areas as new protected areas to expect not only reinforcement of regulations but 
also effects of branding. Our statistical research indicated, however, that municipalities with a 
national park were not able to resolve issues of population structure such as depopulation dramatically. 
Furthermore, designations as protected areas tend to cause both simplification and stereotyping of values 
of the designated areas. If excess simplification of primary values continues, there will be probable 
that designations be an obstacle to diverse community development in the long run.

研究分野： 林業経済学
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１．研究開始当初の背景 
近年、世界自然遺産や国立公園、史跡・名

勝などに代表される保護地域に対する世間
の関心が高まっている。しかし指定・登録を
受ければ全ての問題が解決するわけではな
く、その後の管理のあり方が、むしろ問われ
ることになる。 
保護地域制度は「保護地域及びその周辺地

域を規制するだけの存在なのか」、「経済・社
会的に恩恵をもたらす存在なのか」という問
いに対して、研究蓄積を進めていく必要があ
る。 

 
２．研究の目的 
本研究では、日本国内の農山漁村を主な対

象として、民俗学・造園学・経済学・社会学
などの視点を学際的に用いながら、保護地域
制度が周辺地域の生業変化や資源化に及ぼ
す影響について多面的にとらえる。 
具体的には、保護地域の価値の歴史的な経

緯を踏まえつつ、①規制によるコンフリクト
発生の構造とその変遷を把握し、②ブランド
化の展開とそれが内包する課題を明らかに
した上で、③地域社会・住民の視点も踏まえ
つつ保護地域制度のあり方を考察する。 
 
３．研究の方法 
本研究は、保護地域全体を包括的にとらえ

る『包括的な分析』と、フィールドワークに
基づく個別の『地域分析』という２種類から
構成される。 
 『包括的な分析』は、既存の統計資料を用
いて、保護地域に指定された地域とそれ以外
の地域間での経済発展や財政状況の差異を
みる経済・社会的側面からの分析と、様々な
保護地域制度の法令等の特徴や運用面での
規制等を比較する法学的側面からの分析の
２つから構成される。 
『地域分析』では、歴史的な経緯を踏まえ

ながら、保護地域およびその周辺地域におけ
る規制政策・ブランド化の影響を多角的に把
握する。 
 

４．研究成果 
４－１ 包括的な分析の結果・考察 
（１） 経済・社会的側面からの分析 
 統計分析を行うにあたり、2012 年３月 31
日時点での市町村を対象とした。人口構成、
人口動態、産業構成、財政状態などのデータ
を用いた。まず、国立公園の数や行政区分・
所在地域との関係といった基礎的分析を行
ったところ、以下のことが明らかとなった。
第１に、2012 年度末の時点で、国立公園を有
する自治体の数は 373 であり、全自治体の
21.4%が該当した。第２に、他の地域に比べ、
中国・四国地方は国立公園をもつ自治体の割
合が多いのに対し、関東・関西・九州・沖縄
地方ではその割合が少ない、ということが明
らかになった。 
 次に、人口状態や経済状態を統制した上で、

国立公園の有無による自治体の違いを検討
した。具体的には、上記の統計指標をもとに、
因子分析とクラスター分析を行い、自治体を、
小規模町村（N=256）、中規模町村（N=591)、
小規模市町（N=340）、中規模市（N=433)、大
規模市（N=114）の５つに分類した（図１）。 

図１ 国立公園を有する市町村の分類 
 
タイプごとに国立公園の有無による自治

体の違いを検討したところ、以下の知見が判
明した（表１）。 
 
表１ 国立公園をもつ自治体の特徴 

 
第１に、自治体のタイプの違いによらず、

国立公園をもつ自治体は、そうでない自治体
に比べ、自市町村内就業率（表１で述べる完
結性）が高く、失業率が低かった。これは国
立公園があることで、自治体内の雇用が促進
されることを示唆している。第２に、小規模
町村や中規模町村の場合、国立公園がある自
治体は人口が比較的多く、財政状態も比較的
よいことが明らかになった。小規模な自治体
の場合、国立公園があることで人口減少やそ
れにともなう財政悪化を食い止める可能性
も示唆された。第３に、中規模市や大規模市
の場合、国立公園がある自治体は比較的人口
が多いものの、高齢化率が高く、財政状態も
比較的よくなかった。ただし、この結果は国
立公園の効果というよりも、市町村合併で都
市圏周辺の国立公園が取り込まれた結果で
ある可能性もある。 
これらの結果をまとめると、国立公園を有

する自治体は、国立公園を有しない自治体と
比べて、市町村内就業率が高くなることや、
その一方で失業率が低くなる傾向が全般的
に認められた。また国立公園の有無は、産業
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構造に影響を与えるものの、人口構成に与え
る影響は限定的ということが考察された。 
 
（２）法制度的側面からの分析 
 全般的な傾向として、自然資源やそれに付
随する文化的資源に関連する保護地域制度
は、近年多く誕生していた。保護する対象も、
文化的景観を包含する文化財保護制度や、地
質的な価値をみとめるジオパークなど多様
化していた。 
また自然資源の保全・保護に関わる法令・

保護地域制度の場合、以前の状況よりは改善
されているとはいえ、管理計画策定段階や、
策定後の運用段階において、住民参加の度合
いがまだ十分高いとは言えなかった。 
 この他に、ユネスコエコパークや、ジオパ
ークなど、地域おこしも包含する保護地域制
度がしてきているが、しかし保護地域内の生
業維持や商品開発などに対する国レベルで
の公的助成制度は十分でないこともわかっ
た。 
 
４－２ 地域分析の結果・考察 
 地域分析から得られた知見の中で、特に重
要なものに絞って議論していく。 
（１） 移ろいゆく価値 
 多くの地域で、貴重・重要とみられる価値
が時代によって大きく変化することが確認
された。例えば嵐山国有林は、戦前期から風
景保護林、風致保安林、史跡・名勝、風致地
区、歴史的風土特別保存地区など種々の保護
地域の指定を受けたが、指定当初は無秩序な
伐採・開発を食い止め、景観を「保存」する
という狙いがあった。しかし 1960 年代には
松枯れ被害、近年はシカの食害が進む中で、
事実上景観は変わっていった。1987 年に嵐山
風景林（レクリエーションの森）の指定など
を経て、現在は地元関係者・専門家・森林管
理事務所が協働する形で、再生に向けた多様
な景観保全が進められるようになった。近年
は、地元住民と共に景観を「作り変えていく」
ことが重視されるようになっていった。 
また長崎県小値賀町の海岸部は、西海国立

公園に指定（1953 年）され、五島列島の自然
景観の価値に、一時的に関心が強まったもの
の、観光業に地域産業がシフトすることはな
かった。しかし、2000 年代に入り基幹産業の
漁業の不振が続く中で、観光資源を地域の再
生に活用したい動きが再び強まった。ただし
再評価されたのは、島の生活自体であり、グ
リーンツーリズム開発が進められた。さらに
近年は、隠れキリシタンの居住跡や、教会や
集落跡といった文化的資源である（世界遺産
暫定リストである長崎の教会群とキリスト
教関連資産の構成要素）。 
 

（２）価値の単純化・固定化 
 ひとたび保護地域に指定・登録されると、
価値の単純化・固定化が進む傾向が多く見ら
れた。この状況をイメージ化したものが図２

である。 
ある地域が保護地域に登録・指定される前

は、当該地域には様々な価値が存在している
（図２左）。しかし、保護地域に指定される
あたりから、主要な価値への注目度が高まり、
その価値を保護もしくは利用促進するため
の施策が強化される一方で、その他の価値は、
軽視もしくは排除される傾向が強まる（図２
中央）。時間が経過すると、主要な価値の強
調が続くだけでなく、予想外の価値が観光資
源化によって発生する（図２右）。なおこう
した価値の純化・固定化は、規制だけでなく、
観光業界、メディア業界、学界の表象のあり
方（ブランド化）によって強化される場合も
ある。 
鹿児島県屋久島にあてはめるならば、景観

や生態系が主要な価値となり、林業遺構や信
仰などがその他の価値に分類される。屋久島
では、自然の豊かさ・原生的な空間が強調さ
れるあまり、縄文杉など一部の山岳地域への
関心が高まる一方で、近代化産業遺産に認定
されていない林業遺構の消失・破壊が続く状
況が続いている。 
  
 

図２ 指定・登録に伴う保護地域内の価値
の変化（イメージ） 

 
 ただし、富士山山麓のように、入会権が法
的に認められている地域では、保護地域内に
おける、入会集団による森林副産物の採取や
（鑑札による）販売などが認められるなど、
付随する価値が現在も維持されているケー
スも存在している。 
このほかに、学術的な研究が固定化を進め

る可能性も明らかとなった。石川県輪島市の
日本海側の集落では、季節風から住居を守る
ために間垣（マガキ）を作ってきた。輪島市
の一部地域は、2015 年に重要文化的景観に選
定された。間垣（マガキ）の素材には、多様
な材料が用いられたが、写真集や報告書によ
って、ニガタケ（メダケ）を、真正性の観点
から主たる材料とする傾向や、補助金なども
保護地域として選定された地域に使用され
る傾向も強まっていた。 
 
（３）ブランド化に向けた指定・登録 
 保護地域として積極的に指定・登録するこ
とで、地域づくりに活用しようとする動きも



一部の地域で見られている。 
 例えば、福井県大野市山間部で受け継がれ
てきた薬用植物「越前オウレン」の栽培技術
は 2014 年度に日本森林学会より林業遺産に
認定され、さらに 2016 年３月、オウレンの
栽培地が、白山エコパークの移行地域に含ま
れた。こうしたより重層的な保護地域の指
定・登録により、将来的にブランド化が進む
可能性はある。 
新潟県十日町市では、棚田百選（1999 年）

や日本の里百選（2009 年）に選定された。こ
れ以外に、新潟県内の内発的な制度として、
十日町市を「新潟県森林浴の森百選」「大地
の芸術祭の里」「雪国観光圏」、「越後田舎体
験」など様々な指定・登録などを行い、ブラ
ンド化を図ってきた。ただし、こうした動き
は、観光業の拡大というよりも、交流事業を
展開し、交付金・補助金の獲得を目途とする
ために行われた可能性が高い点が考察され
た。 
 
（４）限定的なブランド化の効果 
保護地域の登録・指定をブランド化の一手

段として利用することを進めるあまり、指
定・登録自体が目的化する事例も散見される。
この場合には、「登録した」という行政的な
評価を受けても、実質的な地域づくりに及ぼ
すプラスの影響は小さいものと考察された。
特に、パイロット事業などでプロジェクト期
間中に集中的な投資・援助が行われた場所で
は、そうした傾向が強まることが考察された。 
 
４－３ まとめ 
 保護地域の指定・登録対象が広範囲になっ
たことや、規制だけでなくブランド化も進め
ようとする行政側の狙いもあり、近年の日本
では、保護地域の指定・登録がさらに強まっ
てきている。しかし統計分析を行ったところ、
国立公園を有する市町村であっても、人口減
少を食い止めるような状況には必ずしもな
っていなかった。国立公園よりも認知度の低
い、他の保護地域制度では、その効果はさら
に小さいものになると予想される。 
 こうした保護地域の指定・登録で問題にな
るのが、価値の純化・固定化である。時代に
よって移ろいやすい価値が、指定時点の主要
な価値に純化・固定化された場合、長期的に
見は、多様な地域づくりの可能性が阻害され
る可能性すらある。こうした状況を避けるた
めに、当該地域の望ましい地域づくりのあり
方について、グランドデザインを作ることが
求められる。その上で、必要ならば保護地域
を新たに登録・指定するという、プロセスを
真摯に守ることが、行政関係者や学術関係者
にも求められる。 
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